
論 説

河南省人民陪審団制度

――中国人民陪審員制度改革の一兆候――

水 島 朝 穂

孔 暁

一 人民陪審員制度の現状と問題点

二 河南省人民陪審団制度誕生の経緯

三 河南省人民陪審団制度の概要

四 人民陪審団制度と人民陪審員制度の比較

五 人民陪審団制度をめぐる議論

六 運用の状況と問題点

むすび――人民陪審団制度の課題と展望

人民陪審団制度の試行業務の展開に関する河南省高級人民法院の意見（試行)

はじめに

中国の司法に関心のある人々にとって人民陪
・
審
・
員
・
制度はポピュラーであ

るが，人民陪
・
審
・
団
・
制度について知っている人は必ずしも多くはないだろう。

2009年から中国の河南省では，人民陪審団制度と呼ばれるものが試行さ

れており，それは中国の司法界と法学界の関心を引いている 。この河南
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(１) 陝西省においても，2010年から人民陪審団制度が採用されている。陝西省に

おける人民陪審団制度は，誕生の背景については，河南省のそれと共通する部

分も多く，また，制度自身も類似しているので，両者の間には本質的な差異が

ないとみられる。河南省で試行された人民陪審団制度が制度としては先行して

いたため，その河南省の制度が中国において大きな影響力を有しているとみら

れ，陝西省の人民陪審団制度に大きな影響を与えたのであろう。なお，本稿筆



省の人民陪審団制度の概要は，次のとおりである。すなわち，法院は，ま

ず，各事件の公判において，各基層法院がそれぞれ有する500人以上の人

民陪審団の構成員の名簿の中から人民陪審団の構成員を無作為抽選し，最

終的には奇数の人数である９人，11人又は13人の規模の人民陪審団を構成

する。次いで，法院は，その人民陪審団を裁判に参加させ，人民陪審団

は，評決と量刑について独自に意見を発表する。最後に，人民陪審団の当

該意見を，合議廷が裁判において参考とする 。

以下，人民陪審員制度の現状および問題点を述べ，人民陪審団制度がそ

の問題点を踏まえながらいかにして誕生したのか，人民陪審団制度がどの

ような制度であるのか，人民陪審団制度に関して一体どのような議論が交

わされ，実際の運用においてどのような問題が生じているのかを紹介する

こととしたい。

一 人民陪審員制度の現状と問題点

人民陪
・
審
・
団
・
制度は，中国全国で実施されている人民陪

・
審
・
員
・
制度を改革す

ることを目的として，人民陪審員制度とは別に，かつ地域的に試行されて

いる改革の一つである。河南省高級人民法院の院長である張立勇は，「現

行の人民陪審員制度には，その制度設計と客観的制約ゆえに，陪而不審

（立ち会っても審理しない），審而不議（審理に参加しても，評議しない）とい

うような問題が生じており，そのことが河南省で人民陪審団制度が推進さ

れていることの主要な動機である」と指摘している 。

者の孔は，河南省の人民陪審団制度の現地調査を行ったが，その際詳細な関連

文献が得られた。そこで本稿では検討の対象をおもに河南省の人民陪審団制度

とすることにしたい。もっとも，制度の類似性がみられるため，河南省の人民

陪審団制度と陝西省の人民陪審団制度についての一般的な部分については本文

で述べることとする。

(２) 参照，『河南省高級人民法院関於開展人民陪審団制度試点工作的意見（試

行）』（2010年４月24日）。
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人民陪審員制度の改革としての人民陪審団制度をより良く理解するため

に，以下ではまず，中国での人民陪審員制度の内容とその問題点を簡単に

紹介することにしたい。

１ 人民陪審員制度の現状

2004年８月28日の第10期全国人民代表大会（以下全人代）第11回会議に

おいて，全人代常務委員会は『全国人民代表大会常務委員会関於完善人民

陪審員制度的決定（人民陪審員制度を改善するための全人代常務委員会の決

定）』（以下『決定』）を可決した。2005年５月１日に，『決定』は，人民陪

審員制度についてのはじめての特別法として施行され，1980年代からあま

（表一) 人民陪審員制度に関する立法と司法解釈

2004-８-28『全国人民代表大会常務委員会関於完善人民陪審員制度的決定（人民陪

審員制度を改善するための全人代常務委員会の決定）』（『決定』）

2004-12-16『最高人民法院，司法部関於人民陪審員選任，培訓，考核，工作的実施

意見（人民陪審員の選任，研修，考課の実施に関する最高人民法院，司

法部の意見』（『意見』）

2005-１-６ 『最高人民法院関於人民陪審員管理弁法（人民陪審員の管理に関する最

高人民法院の弁法）（試行）』（『弁法』）

2005-４-15『財政部，最高人民法院関於人民陪審員経費管理有関問題的通知（人民

陪審員の経費管理の諸問題に関する財政部，最高人民法院の通知）』

（『通知』）

2010-１-12『最高人民法院関於人民陪審員参加審判活動若干問題的規定（人民陪審

員が裁判活動に参加する若干の問題に関する最高人民法院の規定）』

（『規定』）

2010-１-13『最高人民法院政治部関於人民陪審員工作若干問題的答復（人民陪審員

の業務における若干の問題に対する最高人民法院の返答）』（『答復』）

2010-６-29『最高人民法院関於進一歩加強人民陪審工作的若干意見（人民陪審に関

する業務を一層強化するための最高人民法院の若干の意見）』（『若干意

見』）

(３) 曲昌栄「争議声中走近“人民陪審団”」http://cpc.people.com.cn/GB/

64093/64387/11492280.html（最終閲覧2013年７月８日）。
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り実施されなくなっていた人民陪審員制度に対してより一層の整備がなさ

れることとなった 。

『決定』を円滑に実施するため，最高人民法院は，単独で，あるいは他

(４) 中華人民共和国建国（1949年）前の中国における陪審制の前史の詳細につい

ては，参照，孔暁 「中国における陪審制の立法構想の歴史検討（１）」早稲

田大学大学院『法研論集』143号（2012年）181-203頁，同「中国における陪審

制の立法構想の歴史検討（２・完）」早稲田大学大学院『法研論集』144号

（2012年）99-124頁。なお，建国後の人民陪審員制度の歴史については，詳し

い検討を別稿で予定している。

(５) 日本の専門学校に相当する。中国では，普通の四年制の大学を「本科」と呼

ぶことに対して，三年制或は二年制の短大を「大学専科（大専）」と呼ぶ。

（表二) 現行の人民陪審員制度の概要

目的 国民が法に基づき裁判活動へ参加することを保障し，司法の公正を促進

すること

適用事件 ①社会的影響が大きな刑事・民事・行政事件の第１審

②刑事事件の被告人や，民事事件の原告または被告，および行政事件の

原告が，人民陪審員の参加する合議廷での審理を申し立てた事件の第１

審

選任要件 ①憲法を擁護すること

②満23歳以上であること

③品行良好，公道正派（正義・真剣）であること

④健康であること

⑤一般的に，〔大学専科 以下「大専」）を含め〕大専以上の学歴を有

すること。この条件を実行するのが困難な地域，および高齢者と高い威信

がある国民に対しては，この学歴条件を適切に緩和することができる。

合議廷構成 人民陪審員は合議廷（３人～７人）の３分の１以上

選任方法 自薦・（基層組織の）推薦に基づき，法院と司法行政機関の審査を経て，

同級の人代によって任命される。個々の案件の担当については，任命さ

れた者の中から抽選で決定される。

権限 裁判長を担当できないということ以外は，裁判官と同一。

評決の方式 多数決

評決の内容 有罪か無罪か，有罪の場合は量刑も評決する

任期 ５年
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の部門と協働して一連の規範的な司法解釈などを公布した。これらにおい

ては，表一に示すように，人民陪審員の選任や，権限，研修，考課（人民

陪審員の業績の評定），管理そして制度を実施する上で生じた問題などが規

定されていた。

『決定』や，関連する司法解釈などによれば，現行の人民陪審員制度の

内容は，表二のように要約することができる。

即ち，現行の人民陪審員制度の概要は以下のとおりである。人民陪審員

制度の適用事件は，社会的影響が大きな刑事・民事・行政事件 の第１

審，あるいは，原告または被告によって人民陪審員制度の適用が申し立て

られた事件の第１審である。裁判を行う合議廷は，その構成につき当該合

議廷の３分の１以上が人民陪審員であれば合法である。人民陪審員は裁判

長を担当することができないとされているものの，裁判官と同じ権限を有

し，事件を審理する際に，事実の認定と法律の適用につき，独立して評議

権を行使することができる。人民陪審員は，裁判官と同じ投票権を有し，

評議においては，多数決で評決する。人民陪審員の任期は５年で，再任に

ついては特に規定はないが，否定されているわけではない。

2005年５月に『決定』が実施された後，人民陪審員制度は「司法の民主

化」 の一つのシンボルとされ，立法機関と各級法院がこれを重視し，全

(６) どのような事件が社会的影響の大きいものであるかについては，規定はな

く，運用上，法院が判断している。

(７) 司法の民主化」というスローガンは現在の中国では常に使われている。

2005年 10月国務院は『中国的民主政治建設』（白書）を発表し，「司法の民主

化」を目指す司法改革の方向性が確立され，人民陪審員制度は司法の民主化の

重要な制度の中の一つであると見なされている。2009年『人民法院第３次５年

改革綱要（2009-2013）』の公布は 「司法の民主化」という改革を更に推進し

た。2009年の『最高人民法院関於進一歩加強民意溝通工作的意見』（法発

（2009）20号）においても，人民陪審員制度の改善などの司法の民主化を実現

する方法が提出された。2010年３月11日，最高人民法院の院長王勝俊は「最高

人民法院工作報告」において，「司法の公開と司法の民主的な制度を改善し，

更に人民陪審員の効果を発揮し，民意の疎通を強化し，公開で透明な司法をや

り遂げる」と述べた。以上のように，「司法の民主化」は現在の中国の司法改
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国で普及した。人民陪審員の毎年の増員，陪審事件数の増加は，各法院に

おいて重要な実績とされている。表三は近年の「最高人民法院工作報告」

と2012年10月国務院新聞弁公室が公布した『中国的司法改革』（白書) に

基づき作成した統計であるが，2005年から2012年の人民陪審員の人数と陪

審事件数は年々増加していると見られる。

２ 人民陪審員制度の問題点

人民陪審員制度は前述のように，重視されているとしても，その運用に

あたって，以下で述べるような様々な問題が生じたため，苦境に陥ってい

るといわれている。

(１) 人民陪審員の不十分な「代表性」

a 学歴 原則として人民陪審員が大専以上の学歴を求められて

革に対する当局の主たる方針になっているのである。

(８) 最高民法院工作報告」は毎年，各級人代が行われるとき，各級法院によっ

て，同級の人代に前年度の仕事の状況の報告として行われることである。ま

た，『中国的司法改革』（白書）に関する内容は，『法制資訊』2012年10月，20

頁参照。

(９) 人民陪審員制度が適用された率のこと。

（表三) 2005～2012年人民陪審員の人数，陪審事件数と陪審率

人民陪審員の人数 陪審事件数 陪審率

2005年 45697 164，630

2006年 48211 339，965 19．73％

2007年 55681 377，040 19．31％

2008年 55681 505，412 22．48％

2009年 7．7万 632，006 26．51％

2010年 912，177 38．42％

2011年 8．3万 111．6万 46．50％

2012年 8．5万 148．7万
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いる（『決定』第４条２項）。実際，人民陪審員のうち，大専以上の

学歴を持つ者の割合は概ね80％以上である 。しかし，中国では

そもそも，大専以上の学歴がある人口は全国の総人口の約8．73％で

しかない 。このことは，圧倒的多数の中国の国民にとっては，

人民陪審員となり裁判に参加する機会など存在しないということを

意味している。

b 構成 裁判の主導者でもある人民陪審員の資格審査機関であ

る法院が人民陪審員の選任について審査する際に，裁判の効率化に

貢献する人 や，裁判を当局の政策に沿うようにする政治的自覚

が高い人 を選ぶ傾向は避けられないだろう。実際，最終的に選

ばれた人民陪審員がエリートによって占められることになってしま

い，職業分布にも偏りが見られ，公務員，事業単位の職員が多数を

占めている。そのうち，党と政府部門の幹部の比率が実際には高い

という問題が，最も顕著である 。

他方，農民は，中国で半分以上の人口を占めているにもかかわら

ず，人民陪審員の中で占める比率は非常に低いものである 。

(10) 最高人民法院政治部編『全国法院人民陪審工作会議経験交流材料』（１）。こ

の資料は直接には公表されていないため，劉方勇（湖南省高級人民法院）「社

会転型背景下人民陪審員制度二元構造論――兼談司法大衆化与職業化的衝突与

融合」（全国法院系統，第22期学術討論会征文，2010年８月20日）６頁を参照

した。

(11) 大専以上の学歴がある人口は119，636，790人であるのに対し，全国の総人口

は1，370，536，875人である。参照，「2010年第６次全国人口普査主要数公報

（2010年第６回全国国勢調査主要なデータ官報）（第１号）」（中華人民共和国国

家統計局，2011年４月28日）。

(12) 例えば，法律知識を持つ人や，説得力のある権威者，各分野の専門家，そし

て時間がある退職者などである。

(13) 例えば，人代代表，政協委員，党と政府部門の幹部である。

(14) 16省において，党と政府部門の幹部の比率は大体40％～60％である。前掲注

10，７頁参照。

(15) ９省において，農民が人民陪審員の中で占める平均の比率は10．5％である。

前掲注10，７頁参照。
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c任期 人民陪審員の任期は５年とされ，再任も否定されていな

い。実状を見ると，法院は，効率性を求め，ベテランの人民陪審員

を希望するため，人民陪審員の再任がしばしば行われている 。

このように，人民陪審員のうち相当数の者が10年あるいは10年以上

にわたって人民陪審員の職を担っている状況の結果として，他の国

民が人民陪審員になる可能性が，その分減少していると考えられ

る。

(２) 陪審専業戸」

人民陪審員が実際に裁判に参加する際は，さまざまな現実的な要

因 のため，事件ごとに無作為抽選を実施することができず，裁

判官に指名されるのが常態になり，結果として，「陪審専業戸」と

一般にいわれるような，陪審を生業とする人民陪審員が少なくない

状況となっているのである。

(３) 人民陪審員の機能が正しく発揮されていない

a 人民陪審員の「陪而不審，審而不議」（立ち会っても審理しない，

審理に参加しても，評議しない）

裁判官の中には，人民陪審員の意見を尊重しない者がしばしば存

在するとされている。人民陪審員も，自ら法的知識が不十分である

と考えて，裁判官の権力・知的な権威に屈してしまい，勇気をもっ

て意見を提起することがなくなってしまっている。人民陪審員は裁

判に対して実質的な影響力がないと感じることになる。

(16) 2009年末，北京市で選任された第２期の人民陪審員は1267名であったが，そ

のうち，663名（52．3％）は第一期の人民陪審員の留任である。「北京1267名陪

審員崗前受訓」『民主与法制時報』2010年２月１日。

(17) 例えば，抽選された人民陪審員が本職などの原因で出廷できないことで，裁

判が繰り延ばされることになる。
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b 人民陪審員が法院の人手不足の埋め合わせになってしまってい

るという事情

法院では案件が激増しているため，人民陪審員が本来この制度が

構想していた法院の監督者としてではなく，法院の人手不足を埋め

て，合議廷の構成，法律文書の送達人，審理中の書記，判決後の執

行者などの役割を果たしているという事情がある。

以上のように，広範に国民を「代表」できない人民陪審員の中において

も，「陪審専業戸」が常に陪審を独占している。その上，裁判に参加する

人民陪審員の「陪而不審，審而不議」現象という問題が存在している。そ

のため，人民陪審員制度において国民の意識を裁判に反映することは，困

難であると思われる。したがって，人民陪審員制度は，全国で実施されて

はいるものの，その制度設計の初志―国民が裁判活動に参加し，司法の公

正を促進する―から遠く離れてしまっていると一般に指摘されており，制

度の立法目的は十分に実現されていないのである 。

二 河南省人民陪審団制度誕生の経緯

近年，中国では，国民の社会に対する不満の声が高まりつつあり，「渉

訴信訪」 が明らかに増加していることが一般に知られている。このこと

(18) なお，本章で述べた人民陪審員制度とその問題点については，詳しい検討を

別稿で予定している。

(19) 渉訴信訪とは，人民法院，人民検察院，警察と司法行政部門の管轄になる信

訪事件である（参照，『渉法渉訴信訪案件終結弁法』第２条 中国共産党中央

委員会政法委頒布 政法［2005］９号 2005．２．16）。ここで信訪とは，公民，

法人またはその他の組織が，書簡，電子メール，ファクシミリ，電話および訪

問等の方法により，各級人民政府，県級以上人民政府の部門に状況を報告し，

提案および意見の申し出をし，または請求を提出し，関係行政機関が法律に基

づいてこれを処理する活動をいう。信訪という語は，中華人民共和国国務院令

第431号『信訪条例』（2005年１月５日）に由来する。
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は，現行の人民陪審員制度では，国民の司法に対する不満を解決するとい

う制度趣旨を十分には達成できなかったということを意味していると考え

られるだろう。そこで，そのような人民陪審員制度に対して様々な観点か

ら議論が行われており，学界の一部では，人民陪審員制度を廃止せよとの

主張 さえ存在するところである。

しかし他方で，国民の間に民主と法治の意識が向上するに伴って，国民

が司法権に対する監督ないし参加をしたいという熱意もまた高まってきて

いると一般に指摘されているところである。当局と最高人民法院の掲げる

「司法の民主化」というスローガンの下，人民陪審員制度は，引き続き実

施されていくと考えられる。このような流れの中，人民陪審員制度をいか

に改善すべきであるかというテーマが法学界と司法実務において重要なも

のとされており，実際に，司法実務においていくつかの改革も試みられて

いる。

その改革の注目すべき試みの一つが，以下紹介する，河南省で2009年か

ら試行されている人民陪審団制度である。ここでは，この人民陪審団制度

の誕生の経緯を紹介することにしたい。

１ 学界の提唱

2000年前後において，人民陪審員制度を再び活用しようという動きが起

こった際に，その動きに合わせて人民陪審員制度の改革が議論され，学界

からは人民陪審団制度を取り入れることもすでに提案されていたのであっ

た。

2000年，中国人民大学法学院教授である湯維建は，中国が，英米の陪審

(20) 呉丹紅 中国式陪審制度的省察-以『関於完善人民陪審員制度的決定』為研

究対象」『法商研究』2007年第３期（総第119期）130-137頁

趙宝棟「関於陪審制度存廃問題的研究」『天津商業学院学報』2005年 第25

巻第１期（2005．１）53-56頁

張建雲 論我国陪審制度的存与廃」対外経済貿易大学 法律修士論文 (2007．

10）
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制の経験を参考にしてそれを人民陪審員制度に取り入れ，人民陪審員制度

を人民陪審団制度へと改革すべきであると主張した。湯によれば，人民陪

審団制度は，人民陪審団が裁判において裁判官から独立して事実認定をな

す権限を強化し，そのことによって裁判官に対する国民の監督機能を発揮

させ，司法の独立と司法の公正という理想を実現すべきものであるとい

う 。

さらに，2005年には，湯は，人民陪審団制度と専門家陪審員制度 の

二元的な陪審制を実施すべきであるとも主張した。湯は，「人民陪審員制

度は形骸化しており，適切な効果を発揮することが難しくなっている……

中国の人民陪審員制度は独立的な権限の付与という方向性をもって改革さ

れるべきである。この点について，英米における制度のありかたを参考に

し，人民陪審員の人数を拡大し，人民陪審員に対して，裁判官から独立し

て事実認定を行う権限を与えるとともに，その事実認定に裁判官が拘束さ

れるという裁判制度が構築されるべきである。人民陪審員制度を人民陪審

団制度へと改革することは，人民陪審員制度の改革にとっては重要な措置

である。このような改革を行わない限りは，人民陪審員制度は，結局「絵

に描いた餅」となってしまうであろう」 とも主張した。このように，湯

は，英米の陪審制を模倣した人民陪審団制度を構想したのであった。

他方，何宏蓮，王威武，裴広軍らの2004年の論文が主張するところによ

れば，英米流の陪審制は，国民の自由を保障し国民の司法機関に対する信

用を高めているので，英米流の陪審制自身の持つその特徴を，中国の現在

の社会環境に適合するべく手を加えたうえで，人民陪審団制度として実施

することが可能である，という 。

(21) 湯維建「英美陪審団制度的価値論争―兼議我国人民陪審員制度的改造」『人

大法律評論』2000年第２輯 278頁。

(22) 専門家陪審員制度は，法律以外の領域の専門家が陪審員として，裁判に参加

する制度のことをいう。

(23) 湯維建「応当制定『人民陪審員法』」『団結』2005年３号 12-13頁

(24) 何宏蓮，王威武，裴広軍「人民陪審団制度在我国可行性研究」『東北農業大
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また，中国人民大学法学院教授である何家弘は，2005年に施行された

『決定』は，中国の陪審制における「陪而不審」の問題を改善しておらず，

陪審制の目的とする価値も体現できていないため，改革の必要性は依然と

して存在している，と指摘した。何は，人民陪審団，人民陪審員と専門家

陪審員から構成された「三元一体」の陪審制を創立すべきであるとする。

人民陪審団については，中級人民法院に設置され，重大な刑事事件だけに

適用されるべきであるとし，〔人民〕陪審〔団〕員については，基層人民

法院の〔人民〕陪審員の名簿の中から無作為の抽選より組織されるべきで

あり，「一案一選〔一つの事件ごとにより組織する〕」という方法が採用さ

れるべきであるとし，〔人民〕陪審団については，事件の事実認定につい

て責任を負い，裁判官と明確な職能の分業がなされるべきであるとす

る 。また，何家弘などの学者は『中華人民共和国陪審法（草案）』の意

見稿を提出し，その第３章「人民陪審団制度」の第31条から第60条までに

おいて，人民陪審団制度の適用範囲，人民陪審団の構成と職権，選任など

について，詳しく規定し，人民陪審団制度のモデルを構想した。この意見

稿の第39条では，人民陪審団の職権範囲は事実認定のみに限られ，法律問

題は裁判官の判断によることになっている 。

以上の学者の提案における「人民陪審団制度」という概念は，本稿の主

たる検討対象である河南省の人民陪審団制度と同じものを意味するわけで

はなく，それらはすべて英米の陪審制を模範として構想されたものであ

る。そしてそれらは，人民陪審団に裁判官から独立した事実認定の権限と

いう裁判権を与える陪審制と理解すべきである。

学学報（社会科学版）』2004年第２巻第４期 111-112頁

(25) 何家弘「中国陪審制度的改革方向―以世界陪審制度的歴史発展為借 」『法

学家』2006年第１期 149-154頁

(26) 何家弘 主編『中国的陪審制度向何処去―以世界陪審制度的歴史発展為背景』

中国政法大学出版社 2006年７月 335-352頁，参照。

比較法学47巻３号46



このような「人民陪審団」に実質的裁判権を与えるという改革の主張

は，2005年の人民陪審員制度の改善に対する『決定』前後においては，学

界の主流とはなっておらず重視されていなかった。しかしながら，『決定』

が実施された後８年間を経過してもなお，人民陪審員制度には，先に指摘

したような重大な問題が残されていたのである。司法機関によって行われ

る人民陪審員制度の表面的な改正ではこれらの問題には対処できないと考

えられたことから，人民陪審員制度の本質を突破する改革―河南省人民陪

審団制度―が行われることになった。この河南省の人民陪審団制度の誕生

は，前述の学者達が提唱した人民陪審団制度と同じものではないものの，

これらの学者の理念とは，少なからず関連性を有しているものと思われる。

２ 河南省における人民陪審団制度の実施

(１) 初めての人民陪審団制度の適用 梁紅亜死刑判決の第２審

2009年２月17日，８人の人民陪審団 が，はじめて裁判に参加した。

その裁判は，河南省高級人民法院が梁紅亜に対して第１審で下した死刑判

決の上訴審の審理であった。法廷の審判が正式に始まる前に，当該事件の

裁判長である 家玲は，インタビューに応じて以下のように説明した。即

ち，今日は，現地の人代代表，政協委員，幹部と国民の代表に対して，こ

の上訴審の審判に参加してもらうべく招聘を行った。その審判が終わった

後，当該事件の第１審の判決に対して，彼らにそれが適切であるかどうか

の意見を求める。彼らの意見は第２審の合議廷にとっては合議の根拠の一

(27) 肖智勇「“陪審団”参加死刑二審的首次嘗試」『法律与生活』2009．４（上）

33頁，参照。

(28) 人民陪審団制度の初めての適用は，あくまで裁判官の個別の試みとして行わ

れたものであった。後に人民陪審団制度という概念が提出されたことは，この

最初の試みが肯定されたことを意味する。制度の具体的内容は2009年６月の

『開於在刑事審判工作中実行人民陪審団制度的試点方案』で提出されていた。

したがって，人民陪審団制度の上記の初試行における裁判における人数などの

形式は，後に正式化された人民陪審団制度の形式とは異なる部分を有してい

る。
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つになる，と。この裁判が，中国で初めて人民陪審団制度を採用した事件

である。

家玲によれば，「死刑は，犯罪者の生命を剥奪する最も厳しい刑罰の

手段であり，死刑事件の裁判は，政策性が強く，極めて鋭敏であり，ます

ます社会の各界の広範な関心を集めている。現地の人代代表，政協委員，

幹部と国民の代表を死刑の第２審裁判に参加させるのは，「馬 五審判方

法」 を学んだ結果である。彼らはよく現地の状況を知っているため，犯

罪者に死刑判決を下すべきかどうかという問題に対し，発言権がある。彼

らの意見は，法院が法律に基づき，慎重に死刑の事件を裁判できることに

役に立ち，死刑判決のよりよい法律効果と社会（影響）効果を確保でき

る。その上，彼らの参加を通して，法制の宣伝と国民の法制観念（順法意

識）を強めることなどにも役に立ち，警告の効果を果たすことができる」。

家玲のこのような発想は，河南省高級人民法院の院長である張立勇の

強力な支持を得たのであった。張は，人民陪審団のモデルを死刑の第2審

で試みることを，法院内の多くの異議を排除しつつまずは支持したもの

の，適切な時期に，刑事裁判一般においてこの人民陪審団制度を適用する

と決意したのであった。

(２) 河南省で人民陪審団制度の推進

2009年６月，河南省高級人民法院は，『関於在刑事審判工作中実行人民

陪審団制度的試点方案（刑事裁判における人民陪審団制度の実施に関する試

験的な方案）』を公布し，鄭州，開封，新郷，商丘，駐馬店，三門峡の６市

の中級法院と基層法院で，人民陪審団制度を試行した。人民陪審団制度を

試行していた各法院は，2010年３月までに，人民陪審団の構成員名簿を創

設し，人民陪審団の構成員は2．4万人に達した。これらの法院においては，

1000人以上の人民陪審団員が，107件の刑事事件の裁判に参加した 。

(29) 馬錫五審判方式の詳しい内容は，田中信行「中国民事訴訟法の制定意義と特

徴」『アジア経済旬報』1241号（1982年）９頁を参照。

(30) 河南法院将推広陪審団制 判刑時法官聴陪審団意見」『河南商報』2010年３
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2010年３月25日，河南省高級人民法院は，人民陪審団の試行の動員会議

（人民陪審団制度を使うように働きかけるための会議）を開封で開催し，『河

南省高級人民法院関於開展人民陪審団制度試点工作的意見（人民陪審団制

度の試行業務の展開に関する河南省高級人民法院の意見)(試行）』（以下，『試点

意見』）を制定した。後にも紹介するように，この『試点意見』の制定に

よって，河南省の人民陪審団制度の骨格ができあがり，人民陪審団が参加

する事件の範囲もまた，刑事事件から民事および行政事件へと拡充した。

2010年４月24日，『試点意見』は，『河南省高級人民法院関於開展人民陪

審団制度試点工作的通知（人民陪審団制度の試行業務の展開に関する河南省

高級人民法院の通知）』（以下，『試点通知』）と共に，河南省の各級法院に配

布された。この『試点通知』は，河南省の全省の法院において人民陪審団

制度を全面的に試行することを決定したものであり，それによれば，河南

省の各法院は，高級人民法院であれば５件以上，中級法院であれば10件以

上，そして基層法院であれば５件以上，刑事事件の審理において人民陪審

団を参加させなければならないと要求されていた。

2010年５月までに，河南省全省の122の法院において，人民陪審団は複

雑かつ難しい裁判に361件参加し，その中の95％の事件の当事者は，判決

を承諾し上訴しなかった 。2011年１月19日，河南省高級人民法院の院

長の張立勇が河南省第11期人代第４回会議においておこなった報告によれ

ば，全省163人民陪審団の構成員の名簿の人数の合計は29万人に達し，

3027件の裁判に人民陪審団は参加した 。

３ 立法機関に対する提案

2008年３月，全国両会 において，前述の湯維建は，全国政協委員と

月26日

鄧紅陽「本報専訪河南省高院院長張立勇」『法治週末』2010年６月10日

(31) 鄧紅陽「本報専訪河南省高院院長張立勇」前掲注30

(32) 河南省高級法院工作報告解読 司法為民服務大局」『河南日報』2011年１月

20日
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して，「完善陪審制度実現司法民主（陪審制の改善と司法民主（化）の実

現）」という書面による意見を提出し，上述の人民陪審団制度と専門家陪

審員制度を二元的に実施すべきであるという意見を重ねて述べた 。

2010年３月の全国両会の期間において，陝西省高級人民法院院長の安東

は，全人代代表として，第11期全人代第３回会議にて，「人民陪審団の制

度を創立し，より多くの国民が直接裁判に参加する機会をつくる」と述

べ，中国人民陪審団制度を提案した。この提案は，全人代の代表達の熱烈

な関心を引いていた 。

2012年３月の全国両会の期間に，全国政協委員である湯維建や，全人代

代表である張立勇および安東は，またそれぞれ提案を行い，人民陪審団制

度を設立すべきであるとするほぼ同じ内容の提唱を行った 。そのうち，

湯の提案は，最高人民法院は全国規模で人民陪審団制度を試行すべきであ

るとしたうえで，『関於人民陪審制改革試点的意見（人民陪審員制度の改革

試点に関する意見）〕』という司法解釈を公布し，この司法解釈を通じて，

地方の法院に対して人民陪審員制度の改革の権限を与え，〔河南省〕人民

陪審団制度の法的な地位を認めるうえ，当該制度の試行に対して直接に公

開された形で具体的な指導を与えるべきであると主張するものであり，そ

の他にも，経費の補助も必要であると述べていた 。

(33) 全人代と中国人民政治協商会議（略称「全国政協」）という二つの会議。

(34) 湯維建委員：完善陪審制度実現司法民主」http://www.china.com.cn/2008

lianghui/2008-03/16/content 12791679.htm（最終閲覧2013年７月８日）

(35) 全人代代表安東建議“建立人民陪審団制度”」『華商報』2010年３月５日

(36) 湯維建委員：建議推広人民陪審団制度試点」http://www.legaldaily.com.

cn/zt/content/2012-03/07/content 3410319.htm?node＝36686 法制 2012

年３月７日（最終閲覧2013年７月８日）

張立勇：建立人民陪審団制度 譲人民声音響起来」2012年３月３日『南方

都市報』

安東代表建議建立中国特色人民陪審団制度」http://www.legaldaily.com.

cn/zt/content/2012-03/08/content 3414791.htm?node＝36708 法制 2012

年３月８日（最終閲覧2013年７月８日）

(37) 湯維建委員：建議推広人民陪審団制度試点」前掲注36
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最高人民法院は，人民陪審団制度を正式なものとしては承認しなかった

ものの，この人民陪審団制度の試行は否定されることはなく，人民陪審団

制度の試行と改革は続けられたのであった。

三 河南省人民陪審団制度の概要

以下では，河南省高級人民法院が2010年４月24日に公布した『試点意

見』において明らかとなった河南省の人民陪審団制度の概要について，紹

介することにしたい。

１ 人民陪審団制度の対象事件

『試点意見』第６条，第７条，第８条によれば，次の事件において，人

民陪審団は組織され，人民陪審団が裁判に参加し評議意見を出すとされて

いる。すなわち，

① 刑事事件の場合，重大な社会的影響がある事件，群体利益（公共と

団体の利益）に関わる事件，当事者の間の対立が激しく社会の調和

と安定に影響を及ぼす事件，人代の代表・政治協商委員会の委員・

メディアの関心を引く事件，当事者が何度も申訴（再審請求）ある

いは信訪した事件，被告人またはその弁護人が証拠を挙げ，無罪と

主張する事件，婚姻・家庭・町内での紛糾が争われ，被告人に対し

て処罰の軽減の可能性がある事件，当事者が人民陪審団の参加を申

請した事件，そして人民陪審団の参加がふさわしいと思われるその

他の事件（第６条）。

② 重大，複雑，困難な行政事件（第７条）。

③ 当事者間において紛争が激化した民事・商事事件の再審事件，また

はメディアが重大な関心を集めた民事・商事事件の再審事件（第８

条）。
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他方，『試点意見』の第９条によれば，簡易な手続による裁判や，審理

が非公開とされた裁判，そして人民法院が人民陪審団の参加が適当でない

と判断する事件の場合には，人民陪審団は参加しないとされる。

このように，人民陪審団制度の対象事件は刑事，民事，行政の事件とさ

れ，それぞれの事件において人民陪審団制度が適用される要件は，具体的

に規定されている。そのうち，刑事事件の場合のみ，人民陪審団制度の適

用を求める申請権を当事者は有していると規定している（第６条）が，こ

のような規定は，民事・行政事件についてはないこと（第７条および第８

条）は，同制度を適用するか否かは法院の裁量にゆだねられていると考え

られる。

また，人民陪審団制度の適用は第１審に限定されるということはなく，

第２審の場合にも人民陪審団制度が適用されることはあり得る。前述の河

南省におけるはじめての人民陪審団制度の適用事件―梁紅亜死刑判決―も

第２審であった。

２ 人民陪審団の構成員

(１) 人民陪審団の構成員になる要件

人民陪審団の構成員となる要件は以下のとおりである。即ち，中華人民

共和国憲法を擁護すること，23歳～65歳の中国の公民であること，一般的

に，中学以上の教育レベルであること，品行が良好であり，公道正派（正

義・真剣）で，刑事処罰を受けたことがないこと，健康であること，熱心

で，人民陪審団の仕事に参加する時間があること，である（第12条）。

もっとも，国家公職人員と人民陪審員は，合算して，人民陪審団の構成

員の名簿の30％を超えてはならないとされている（第10条第２項）。そし

て，人代常務委員会の委員，人民法院，人民検察院，公安機関，国家安全

機関と司法行政機関の職員などは人民陪審団の構成員になることはできな

い（第14条）。
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(２) 人民陪審団の構成員の選任手続

人民陪審団の構成員の選任手続については，以下のように規定されてい

る。人民陪審団の構成員となる要件を満たす者は，村民委員会あるいは住

民委員会から推薦され，郷・鎮・街道弁事処 の審査を受け，そして基

層法院の決定などの手続を経て，中級法院に報告・登録された後，人民陪

審団の構成員の名簿に登録される（第10条第３項）。

中級法院は，管轄する区域における基層人民法院の人民陪審団の構成員

に対して招聘状（当該個人が人民陪審団制度の構成員であることを示す辞令）

を授与する。また，招聘期間（人民陪審団の構成員の任期）は３年間である

（第10条第４項）。

(３) 人民陪審団の構成員の人数

各合議廷の人民陪審団の構成員の人数については，以下のように定めて

いる。

人民陪審団が裁判に参加する場合，人民法院は，人民陪審団の構成員名

簿の中から無作為で20～30人を抽選し，そのうえで，各構成員の忌避事由

の有無や，裁判に出席できるかどうかなどの状況を踏まえ，最終的には９

～13人（奇数）の人民陪審団を選出する（第15条第１項）。また，各県，区

人民陪審団の構成員の名簿は，最低500人以上を登録する旨を規定されて

いる（第10条第２項）。

３ 人民陪審団の意見表明権

(１) 人民陪審団の評決意見の形式

人民陪審団は裁判に参加し，法廷尋問の後，直ちに人民陪審団会議を開

く。人民陪審団全員による選出，あるいは裁判長による指名に基づいて団

長が決定され，その団長が人民陪審団会議を主宰する。人民陪審団の構成

(38) 郷・鎮・街道弁事処は直轄市や地級市などの区，及び県級市の行政派出機関

であり，法律に規定される権限と上級政府が付与した権限に基づき，管轄区内

の業務を行う。
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員は，証拠の認定や，事実の認定，法律の適用，裁判の結果などについて

討論したうえで，人民陪審団の意見を書面に記す。人民陪審団全員がこの

書面意見に署名する（第27条第１項）。

人民陪審団の書面意見は全員一致の意見であってもよいし，構成員は

様々な意見を述べることもできる（第27条第２項）。極端にいえば，全員が

それぞれ全く異なった意見を書くこともできるのである。

人民陪審団会議が終わった後に，団長が書面意見を裁判長に提出する

（第27条第３項）。事件の状況と条件 に応じて，人民陪審団の意見は法廷

で発表され得る（第28条）。

(２) 人民陪審団の評決意見の採用方式

人民陪審団の提出した意見は，合議廷が事件を評議する際に，必ず参照

しなければならない（第29条第１項）。人民陪審団の意見を採用しない場合

には，合議廷は不採用の理由を説明することが求められている（第32条第

２項）。もっとも，合議廷は，人民陪審団の意見を，必ずしも採用しなけ

ればならないわけではない，という点には注意が必要である。

人民陪審団の意見が全員一致でない場合，合議廷は，様々な意見につい

て，事実と法律の根拠を全面的に考慮し，合理的な意見を採用する（第29

条第２項）。

次いで，合議廷は，法院の裁判委員会および上級法院に対してその事件

を報告する際に，人民陪審団の書面意見もあわせて報告する（第29条第３

項）。人民陪審団の意見（全員一致の意見あるいは多数意見）と合議廷の結

論が一致しない場合，法院の裁判委員会は，その事件について，人民陪審

団の意見と合議廷の結論のいずれが適切であるのかを討論し決定しなけれ

ばならない（第30条）。

なお，判決には，人民陪審団の意見は明記されることはない（第31条）。

また，判決の効力が成立した後に，人民法院は速やかに判決の複写を人民

(39) ただし，この「状況」および「条件」の詳細については，『試点意見』では

触れられていない。
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陪審団の構成員へ郵送しなければならない（第32条第１項）。

以上のように，人民陪審団制度は，９～13人の人民陪審団が合議廷から

独立して，判決の形成にあたって，自分の意見を述べるという制度であ

る。これには，人民陪審員が合議廷の構成員として裁判官と同じ権限を持

つ人民陪審員制度とは明らかな違いがある。また，人民陪審団の意見表明

権は，裁判の全体（事実認定と法律問題）に対する意見であり，この意見

は判決の参考になるだけで，判決に対して法的な拘束力がない。これも，

英米の陪審制における陪審団が事実認定だけではあるが決定的な権限を有

しているのとは異なっている。

四 人民陪審団制度と人民陪審員制度の比較

人民陪審団制度を人民陪審員制度の改革として理解する場合，人民陪審

団制度はどのような点で優れていると考えられるか。ここでは，人民陪審

団制度と人民陪審員制度の比較について整理した次の表四を用いて，人民

陪審団制度と人民陪審員制度を比較することにしたい。

１ 人民陪審団制度の広範な「代表性」

(１) 学歴要件

人民陪審団の構成員の資格要件は，人民陪審員に要求されている「大専

以上」という学歴から，「中学以上」の学歴へと引き下げられている。中

国では，大専以上の学歴がある人口はおよそ全国の総人口の8．73％でしか

ないことに対して，中学以上の学歴がある人口は，全国の総人口の約

60．36％を占めている 。このことからみても，この学歴要件の引き下げ

によって，人民陪審団の構成員として裁判に参加できる国民は，人民陪審

(40) 全国の総人口：1，370，536，875人，中学以上の学歴がある人口は827，279，214

人である。参照，前掲注11。
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（表四) 人民陪審団制度と人民陪審員制度の比較

人民陪審団制度 人民陪審員制度

適用事件

の審級

第１審・第２審 第１審

選任要件 ①憲法を擁護すること

②満23歳～65歳の中国公民であること

③品行良好，公道正派（正義・真剣），

刑事処罰を受けたことがないこと

④健康であること

⑤一般的に，中学卒業以上であること

⑥熱心で，人民陪審団の仕事に参加する

時間があること

①憲法を擁護すること

②満23歳以上であること

③品行良好，公道正派（正義・真剣）で

あること

④健康であること

⑤一般的に，大専以上の学歴を有するこ

と

消極要件 ①人代常務委員会の委員，法院・検察

院・公安機関・国家安全機関・司法行政

機関の職員などは人民陪審団の構成員に

なることはできない

②国家公職人員と人民陪審員は，合算し

て，人民陪審団の構成員の名簿の30％を

超えてはならない

以下の者は人民陪審員になることはでき

ない。

①人代常務委員会の委員，法院・検察

院・公安機関・国家安全機関・司法行政

機関の職員と弁護士

②刑罰を受けたことがある者

③公職から除籍されたことのある者であ

る

任期 ３年 ５年

法廷構成 合議廷＋人民陪審団（９～13人） （３人～７人の）合議廷（裁判官＋３分

の１以上の人民陪審員）

選任手続 ①推薦

②郷・鎮・街道弁事処の審査

③基層法院の決定

④中級法院の登録と任命

⑤案件ごとに抽選

①推薦・自薦

②基層法院と司法行政機関の審査

③中級法院の認可

④人代の任命

⑤案件ごとに抽選

人数 ①各基層法院の人民陪審団の構成員の名

簿の人数は500人以上

②案件ごとに９～13人（奇数）の人民陪

審団

①各基層法院の人民陪審員人数は該当法

院の裁判官の２分の１以上

②案件ごとに合議廷（３人～７人）の３

分の１以上

権限 証拠の認定や，事実の認定，法律の適

用，判決に対し，意見を出す

裁判長を担当できない以外，裁判官と同

権限である。合議廷で有罪か無罪か，有

罪の場合は量刑も評決する

拘束力 ①合議廷は評議する際に，人民陪審団の

意見を参照し，採用しない場合には，理

由を説明しなければならない

②合議廷は事件を報告する際に，人民陪

審団の書面意見もあわせて報告する

③直接法廷で人民陪審団の意見を発表す

ることができる

①合議廷では，裁判官と同じ投票権を有

し，多数決で判決を決定できる

②人民陪審員の意見は評決の記録文書に

残るが，判決には書かない
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員制度と比べ非常に大きく増加した。中国では，義務教育制度は９年制を

採用しており，中学までの教育を受けることは国民の義務であり社会活動

に参加する基本条件である。このことを踏まえるとき，上記学歴要件の引

き下げは，「代表性」をより広く確保するという目的に照らして，合理的

であると思われる。

(２) 選任手続

ⅰ．選任手続の簡略化

人民陪審団の構成員の名簿は，村民委員会あるいは住民委員会から推薦

され，郷・鎮・街道弁事処の審査を受け，基層法院の決定などの手続を経

て，作成される。ここで重要なのは，要件適合性の審査について，人民陪

審員の審査が法院によって行われるのに対して，人民陪審団の構成員につ

いては，郷・鎮・街道弁事処が審査するという点である。

人民陪審団の構成員の候補者は，依然として，アメリカの陪審制や日本

の裁判員制度などのように抽選に基づいて選出されるわけではない。もっ

とも，現行の人民陪審員制度と比べると，候補者の審査権は，裁判の主導

機関である法院から，郷・鎮・街道弁事処に移譲されている。郷・鎮・街

道弁事処は，候補者の状況をより正確に把握できるであろうし，特に，農

村部における候補者の状況を適切に把握できるため，より多くの農民が人

民陪審団の構成員として裁判に参加できるようになると思われる。そし

て，法院にとって都合の良い者が選ばれる傾向にあるという人民陪審員制

度における問題も，人民陪審団制度においては法院が審査に関与しない以

上避けられるであろう。

ⅱ．案件ごとの抽選可能

人民陪審員制度の場合，各基層法院の人民陪審員の人数は当該法院の裁

判官の２分の１以上と規定され，各地方によって人数は違うが，40～70人

の場合が多い。抽選された人民陪審員が，何らかの事情で出廷を辞退する

事態が相次いだ場合，抽選が機能する余地が少なくなる。それに対して，

人民陪審団制度の場合は，構成員の名簿が最低500人以上と多くなったこ
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とから，人民陪審員制度におけるように，人数が少ないために人民陪審員

の抽選の余地が狭まり，「抽選」が実質的には「指名」となってしまい，

「陪審専業戸」が現れるという問題をある程度解決できるのである。

(３) 国家公職人員，人民陪審員の比率の上限設定

人民陪審団制度では，国家公職人員と人民陪審員は，合算して，人民陪

審団の構成員の名簿の30％を超えてはならないとされている。

これは，人民陪審団の構成員の職業分布を多様化させるためのものであ

り，人民陪審員制度において人民陪審員となっている者が，実際には公務

員ばかりであるという問題を踏まえたものである。この措置によって，党

と政府の裁判への影響力がある程度抑えられるものと思われる。

そして，人民陪審団制度において人民陪審員の割合を制限するのは，人

民陪審員制度において生じている問題が人民陪審団制度にも生じることを

防止することになると考えられる。人民陪審団制度においては，国家公職

人員や人民陪審員の比率の上限設定によって，国民の意見が反映されると

いう「代表性」が不十分であるという問題が改善を見ているものと考えら

れる。

(４) 任期の短縮

人民陪審団の構成員の任期は３年間であり，人民陪審員の５年間の任期

より短い。これは，人民陪審員制度における陪審員の任期長期化や「陪審

専業戸」の問題を解決しようという目的を具体化したものであり，国民に

とって人民陪審団の構成員に選ばれる機会が増加するものと思われる。

２ 人民陪審団の実質化された権限

(１) 人民陪審団意見の独立性

人民陪審員制度のもとでは，合議廷が事件を評議する場合，僅か１～２

人の法律の素人である人民陪審員が専門家である裁判官と対峙することに

なり，裁判官の意識に影響を受けずに自らの意見を陪審員が述べることは

困難である。
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これに対して，人民陪審団制度のもとでは，陪審団は９～13人の構成員

から構成されることにより，少人数であると述べにくいような意見も述べ

ることが容易になることから，人民陪審団の発言力はより強いものとな

り，組織としての統一性もより強固となり得るものと思われる。このよう

な人民陪審団が独立して書く書面意見は，裁判官から独立し，より自分の

意見を出しやすくなると思われる。

(２) 人民陪審団意見の事実上の拘束力

意見の事実上の拘束力について，すでに述べたとおり，人民陪審員制度

では人民陪審員は合議廷で裁判官と同じ権限を持つと規定されているが，

人民陪審員が裁判で裁判官をどれほど拘束しているのかといえば，実際の

ところ，それほどでもない。

これに対して，人民陪審団の提出した意見についても，合議廷は，評議

において参照し，その意見を採用することはできるものの，当該意見が合

議廷を法的に拘束するわけではないとされている。この点からすれば，確

かに，人民陪審団は，裁判権を行使しているわけではないと考えられる。

あくまで人民陪審団は，裁判に参加し，意見を提出するだけであり，その

提出された意見が評議において参照され採用されるという可能性が開かれ

ているだけなのである。しかし，そうはいっても裁判権を行使していない

人民陪審団の意見に，拘束力が全くないわけではないのである。以下のよ

うに，事実上の拘束力は確かに認められるように思われるのである。

第１に，人民陪審団の書面意見は，巻宗（事件審理の書類ファイル）の副

巻（付属公文書）として保存される（第27条第４項）。この規定により，人

民陪審団の書面意見は事件の巻宗とともに扱われることになり，記録の検

証可能性が残ることになる。事実上，その意見を無視したり不十分な理由

に基づいて否定したりすることはできなくなるのである。また，法院の裁

判委員会および上級法院への事件の報告義務の対象として，人民陪審団の

意見も含まれており（第29条），合議廷の意見が人民陪審団の意見と一致

しないときには，法院の裁判委員会は，その事件について，人民陪審団の
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意見と合議廷の結論のいずれが適切であるのかを討論し決定しなければな

らない（第30条）。人民陪審団の意見が不採用とされる場合は，合議廷の

みならず法院の裁判委員会もまたその意見が不適切であると認める場合に

限られている。したがって，上級機関の判断を介在させ，当該合議廷の判

断だけに意見の採否を判断させないという点において，人民陪審団の意見

に事実上の拘束力を見ることもできるだろう。

第２に，人民陪審団の意見を採用しない場合においては，当該合議廷

は，その不採用理由の説明義務を負っていること，また，人民陪審団の構

成員に判決の複写を送付する際に不採用理由も合わせて送付される（第32

条）ことがあげられる。ここでは，人民陪審団が納得できる程度の詳しい

理由付けが必要とされていると思われる。このような説明義務が存在する

がゆえに，人民陪審団の意見は合議廷において詳細に検討されることにな

るはずであり，判決それ自体に採用されるか否かは別としても，合議廷に

対して事実上の影響を与え得るものである。

第３に，場合によっては法廷で人民陪審団の意見を発表することができ

る旨の規定（第28条）が存在していることがあげられる。この場合にも，

人民陪審団の意見が採用されないとすれば，不採用理由をあわせて述べる

必要性が，事実上生ずるであろう。この場合，意見を述べた人民陪審団の

みならず，当事者や傍聴している一般市民をも納得させる必要があるの

で，合議廷は人民陪審団の意見及び不採用理由をより丁寧に説明しなけれ

ばならなくなるであろう。この意味でも，事実上の拘束力はあると考えら

れる。

３ 小括

以上のように，人民陪審団制度は，人民陪審員制度の資格要件や選任手

続と任期について生じていた諸問題をある程度改善するものであることか

ら，人民陪審団はより広い範囲の国民を「代表」できると期待できる。ま

た，人民陪審団は，裁判官から独立して一般の国民の意見を反映し，合議
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廷に対して事実上の拘束力を持っていると考えられる。したがって，人民

陪審員制度において見られた，人民陪審員の「代表性」がないという問

題，さらに人民陪審員の意見は裁判で反映できないという「陪而不審」や

「審而不議」などの問題については，人民陪審団制度は改善を見ているも

のと思われる。

五 人民陪審団制度をめぐる議論

河南省の人民陪審団制度については各界において，様々な議論がなされ

ている。司法機関では，例えば河南省高級人民法院のウェブサイトによる

と，多くの裁判官が，人民陪審団制度の積極的効果を認め，人民陪審団制

度が（１）司法の民主化と政治の民主化を促進できる，（２）国民の意識

を裁判に反映できる，（３）当事者が判決を認め，控訴事件と「渉訴信訪」

を減らすことができる ，（４）裁判官の言行と仕事の態度を監督するこ

とに役に立つなどと，高く評価している 。人民陪審団の構成員も，

（１）法律の宣伝と教育，（２）司法監督，（３）裁判の公開と公正などの

面において，人民陪審団制度を積極的に評価している 。

他方，学界において，2009年２月に河南省で人民陪審団制度が初めて試

(41) 2010年３月までに，人民陪審団制度を試行していた各法院は，人民陪審団の

構成員名簿を作成し，人民陪審団の構成員は2．4万人に達した。これらの法院

においては，1000人以上の人民陪審団員が，107件の刑事事件の裁判に参加し

た。それらの107件の刑事事件に対しては，一つの信訪もなされなかったので

ある。「河南法院将推広陪審団制 判刑時法官聴陪審団的意見」前掲注30

鄧紅陽「本報専訪河南省高院院長張立勇」前掲注30

(42) 以上については，河南省高級人民法院のウェブサイトの「人民陪審」のコラ

ム（http://www.hncourt.org/public/index.php?LocationID＝3200000000）

に掲げられた諸資料から本稿筆者が適宜要約したものである。

(43) 河南省開封市人民陪審団構成員に対するインタビューによる。参照：鄧紅陽

「河南回応陪審団制度質疑：与英美陪審制度有本質区別」『法制日報』2010年３

月26日，林瑩「人民陪審員制度新挙措及其評価」華東政法大学 修士論文

（2011．４）37頁
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行された後，激しい議論が行われた。そこで以下では，学界における人民

陪審団制度の問題点と長所についての議論を総括し，河南省高級人民法院

長である張立勇による問題点の議論に対する反論を紹介したい。

１ 人民陪審団制度の問題点についての議論

河南省の人民陪審団制度が実施された後に北京大学の教授である汪建成

が執筆した「非驢非馬 的“河南陪審団”改革当慎行（ロバにも馬にも似て

いない“河南陪審団”という改革の行いは慎むべき）」は同制度を批判した代

表的な論文であり，全面的に同制度を批判している。この論文では，以下

の（１）（２）（３）のように，同制度の欠点の指摘がなされている 。

(１) 人民陪審団制度の性質の不明確性

河南省の人民陪審団制度は，陪審制とも参審制とも似ていない。人民陪

審団には有罪・無罪を決定する裁判権もなく，量刑を決定する裁判権もな

い。

(２) 人民陪審団制度の適用される審級の不合理性

陪審制あるいは参審制の適用は第１審のみに限られている国が多いが，

河南省の人民陪審団制度は第２審にも導入しており，立法の根拠を欠いて

いるだけではなく，世界各国で形成されている陪審制に対する共通認識に

も背離している。

(３) 関連する制度の不備と合法性の問題

陪審制の適用にあたっては，判例法に基づくこと，集中審理主義などの

諸原則に基づくことに加え，憲法上の明確な根拠が必要である。刑事裁判

において陪審団制度が適用可能な制度を中国は持たず，憲法および法律

上，裁判権は裁判官と人民陪審員のみが有する。ところが河南省法院で実

(44) 以下の（１），（２），（３）の論点は，特別な説明がない限り，汪建成が主張

している論点である。汪建成「非驢非馬的“河南陪審団”改革当慎行」『法律

学』2009年５月 15-21頁
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施されている人民陪審団制度では，裁判官と人民陪審員に加えて，人民陪

審団もまた，裁判官に対する事実上の拘束力を有するという点においてあ

る程度の裁判権を有することになったとも言いうる。このような司法改革

は，司法権に関する現行法制上の限界を越えるものであり，刑事訴訟法に

おいて定められている諸原則を深刻な形で乱す恐れがある。憲法および法

律の関連規定を改正しない限り，地方の高級人民法院が司法改革を行うこ

とは，憲法上の必要な根拠を欠くものであり，改革の正当性が疑問視され

るのは避けられない。

さらに，同制度の問題点は他の論文でも指摘されている。

(４) 人民陪審団制度の裁判制度における地位の不明確性

人民陪審団の，裁判における役割および権限・義務は不明確であり，現

在の裁判制度では十分に対応できない。また，人民陪審団と人民検察院・

弁護士との関係，そして人民陪審団制度と既存の人民陪審員制度との関係

が明確には規定されていない 。

(５) 地域性から生ずる不平等

河南省の人民陪審団制度に関して，省高級法院から市中級法院，基層法

院に至るまで多くの地方法院が，それぞれの法院の置かれた状況に応じて

「人民陪審団制度試行弁法（人民陪審団制度の試行方法）」を公布している。

しかし，地域によって司法の法制度が異なることになるため，このことは

被告人に対して不平等となる可能性がある 。

２ 河南省高級人民法院長・張立勇の反論

人民陪審団制度の種々の側面についての様々な批判に対して，河南省高

(45) 人民大学法学院ネット2010年５月25日 http://www.law.ruc.edu.cn/

research/ShowArticle.asp?ArticleID＝24834（最終閲覧2013年７月８日）

(46) 劉琳「中国設立刑事陪審団的可行性及実例分析」中国政法大学修士論文

（2011．３）８頁
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級人民法院の院長である張立勇は，人民陪審団制度に対して寄せられた疑

問について反論したが，その反論は以下のようにまとめられる 。

(１) 法律上の根拠

人民陪審団の意見は，合議の際の一票として理解されるのではなく，合

議廷が評議する際，重要なものとして参照されるにすぎないのである。人

民陪審団制度を試行することについては，その根拠となる具体的な法律上

の規定が存在していないが，憲法と法律の明文規定あるいは禁止規定には

違反していない。

(２) 人民陪審団制度の効果の重要性

陪審制なのか参審制なのかという人民陪審団制度の性質よりも，その実

際上の効果こそが重要である。どのような制度であっても，司法の民主化

の実現や問題の解決に資するものであり，国民から支持を得ているもので

あれば良い制度であり，良いモデルである

(３) 人民陪審員制度の「団式改造」

河南省の人民陪審団制度は人民陪審員制度の基本的な精神と権力の分配

モデルを維持したうえで，陪審制の〔陪審団の人数が多いという〕合理的

な内容を全体的に吸収・参考し，実際上の必要性に沿った新しい陪審モデ

ルを形成するということである。

以上の張立勇の人民陪審団制度という改革の発想は，中国では改革の一

つの形となっている。中国では，地方が憲法と法律の明文的な禁止に違反

しない範囲内で，各地方の状況に応じて，実施している改革を中央が黙認

する，あるいは反対しないことがあり，地方で試行中の改革の効果をみ

(47) 以下の１，２，３の論点は，特別な説明がない限り，張立勇の反論である。

参照「河南高院院長回応学界対“人民陪審団”試点質疑（河南省高級人民法院

の院長は学界における「人民陪審団」試行の質疑に対する答え）」『法制日報』

2010年６月11日

(48) 団式改造」とは，裁判に参加する国民を多く増やす改革のことをいう。
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て，全人代が立法する可能性もあるのである。

３ 人民陪審団制度の長所についての議論

他方，人民陪審団制度の長所は多くの学者によって，大要以下のように

認められている。

(１) 人民陪審員制度の改善

人民陪審団制度の実施は，人民陪審員制度において，「陪而不審，審而

不議，議而不決（合議しても，判決しない），決而不順（判決しても，従わな

い）」という運用上の問題を克服するものである 。また，人民陪審団制

度を積極的に推進しながら，国民の意識の転換，そして〔人民陪審員制度

の〕「陪聴 」という制度の形骸化状況を「陪審」へと徹底的に変えると

いう本質的な変化を期待できるとされている 。人民陪審団制度は，現

行の人民陪審員制度の全面的な変革を避けつつも，諸問題をある程度改善

し，人民陪審員制度を補完するものであり，即ち，合議廷における不合理

な人数の制限，人民陪審員の固定的な任期制度・資格要件の高さ・選任手

続の行政化 などによって，人民陪審員が法律専門家になる傾向などの

問題を改善できる 。人民陪審団制度は人民陪審員制度が典型的な陪審

制に発展する初級形態である 。

(49) 湯維建委員：建議推広人民陪審団制度試点」前掲注36

(50) 人民陪審員が裁判において発言をせず，専ら受身の姿勢でいることを指す。

(51) 呂洪民「中国陪審制度的困境与重生」吉林大学 博士論文（2011．10），150

頁参照。

(52) ここで「選任手続の行政化」というのは，組織の推薦，法院と司法行政機関

の審査などの手続きによって，最終的に選ばれた人民陪審員は公職人員の構成

比率が高くなっているということであると思われる。

(53) 前掲注45

(54) 湯維建「人民陪審団制度試点的評析和完善建議」『政治 法律』2011年第３

号２-11頁
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(２) 司法の民主化の推進

人民陪審団制度は人数が大規模であり，人民陪審団構成員の「代表性」

が強化されたため，さらに広範な領域の社会情勢と国民意識を裁判システ

ムの中で反映できる。このことは司法の民主化を推進できる 。同制度

は民主的なメカニズムに基づき国民が裁判により深く参加できる。このこ

とにより人民陪審団制度は裁判の正当性を高め，国民の司法への信頼を高

めることができる 。人民陪審団制度は司法に対する監督メカニズムを

生み出すと同時に，「渉訴信訪」も大幅に緩和できる 。

(３) 訴訟法の改善

人民陪審団制度は，この数年来，中国の訴訟法における当事者主義の改

革の成果をより一層確固たるものとしてきている。同時に，人民陪審団制

度においては，裁判官が陪審団に対して必要な説明と指導をすることや，

法廷で人民陪審団の評決意見を発表することなどによって，裁判官の職業

レベルを高めている。そして，中国の訴訟でしばしば起こる「先定後審

〔先に判決の結果を決めてから裁判する〕」という，ずさんな裁判を克服で

きる 。〔人民〕陪審団制度の効果を発揮するため，早速訴訟法の改正を

推進することが必要である 。

(４) 司法の独立

人民陪審団の意見に依拠することが上級機関や党・政府機関などの干渉

を排除する機能をも持つので合議廷は，上級機関や党・政府機関などの干

渉を避けることができ，ある程度は，司法の独立を保障できる 。

(55) 洪和 「論我国「人民陪審団」制度的創設，回応与前 ―以一種実用主義改

革進路為視角」『中国法学教育研究』2011年第３期 184-185頁

(56) 湯維建委員：建議推広人民陪審団制度試点」前掲注36

(57) 前掲注54

(58) 前掲注54

(59) 何家弘の主張である。引用，陳 「推動訴訟法修改 発揮陪審団真正作用」

2010年６月10日 http://www.legaldaily.com.cn/zmbm/content/2010-06/10/

content 2165744.htm?node＝7567（最終閲覧2013年３月11日）

(60) 前掲注54
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(５) 死刑判決と冤罪の抑制

刑事裁判の場合，人民陪審団は，裁判官と比べて被告に対する同情心を

持ち，被告の量刑を軽減する弁護意見を支持する傾向がしばしば認められ

る。人民陪審団制度は，この点から，死刑判決と冤罪の抑制という効果も

あると思われる 。

以上のように，多くの学者は，人民陪審団制度に創造と改革としての長

所を認め，当該制度を発展させることを支持している。現行の人民陪審員

制度に対する小規模な手直しによるのでは陪審制のあるべき効果と価値を

実現することができない以上，人民陪審団制度は人民陪審員制度の改革へ

の探求として，広範に国民を裁判に参加させ，国民の意見を裁判に反映さ

せる効果が期待されているのである。

４ 小括

人民陪審団制度の試行に対して，司法機関と人民陪審団構成員は，同制

度を大筋で支持しており，また，法学界は，人民陪審団制度について不十

分な点を指摘し，その改善を求めつつも，同制度の中国の司法改革におけ

る価値を認めている。このことから，司法機関と法学界の主流は，人民陪

審団制度という司法改革に対して，積極的な態度をとっていると考えてよ

いだろう。

六 運用の状況と問題点

人民陪審団制度に対しては，学界において，肯定的な評価が多くなされ

梁剣兵 2011年11月４日に河南省人民陪審団試点工作座談会における発言

「関於進一歩改進人民陪審団試点工作的若干建議」北大法律信息ネット2011年

11月７日 http://article.chinalawinfo.com/Article Detail.asp?ArticleID＝

64695&Type＝mod（最終閲覧2013年３月11日）

(61) 梁剣兵「関於進一歩改進人民陪審団試点工作的若干建議」前掲注60
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ており，河南省の各級法院も積極的に試行を行っている。もっとも，それ

が最終的に中国の現状に適合するかどうかという点や，それが人民陪審員

制度の問題を解決できるかどうかという点については，同制度が実際に運

用される中でさまざまな試練を経たうえでなければ，評価することができ

ない。また，すでに生じている種々の問題点に鑑みると，一層の改革がな

されなければならないものと思われる。

人民陪審団制度の運用状況については，公的な統計の調査報告は現段階

ではなされていないため，公表されている人民陪審団制度が適用された判

決および，学歴と職種が記載されている人民陪審団の構成員の名簿から，

推察するほかない。

そこで，本稿では，2009-2011年の河南省の人民陪審団制度が適用され

た95件の裁判の判決，三つの法院の人民陪審団の構成員の名簿，および同

制度の運用の経費に関するインタビューという限られた資料ではあるが，

これらの資料を分析することにより，同制度の運用の状況を把握すること

を試みたい。

１ 判決の分析

(１) 人民陪審団制度が適用された事件

表五は2009-2011年の河南省の人民陪審団制度が適用された95件の裁判

の判決を対象として，人民陪審団制度が適用された事件の類型を整理した

ものである。合計95件の裁判の内訳を分析すると，刑事事件における人民

陪審団制度の適用率は，３分の２を超えている。そのなかでも，民事およ

び行政事件も全期間にわたって適用対象となった2011年の判決のみを見て

みると，30部の判決のうち刑事事件は22件（73．33％），民事事件は６件

（20．00％），行政事件は２件（6．67％）である。このことからすると，同制

度は主に刑事事件で適用される傾向があるといえる。

人民陪審団制度の適用対象となるのは，『試点意見』第６条第１項によ
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れば，刑事事件の場合，重大な社会的影響があるか，公共と団体の利益，

社会の調和と安定に関わる事件，あるいは申訴・信訪といった事件であ

る。しかし，2009年から2011年までの刑事事件64件の判決を見ると，必ず

しもそのような事件に人民陪審団制度が適用されているわけではないよう

に思われる。以下，このことを判決中の刑期に関する判断から分析してみ

ることにしたい。

表六は，2009年から2011年までの刑事事件64件の判決における刑期の比

率を整理したものである。刑期だけが事件の性質を全面的に反映している

ものとは言えないとしても，56．20％（39．01％＋17．19％）を占めている懲

役３年以下の事件，特に３分の１以上（39．01％）を占めている懲役１年

以下の刑事事件は，「重大な社会影響，公共と団体の利益，社会の調和と

安定，信訪」などに関わる事件であるとは直ちには想像できないであろ

う。前述のような，いわば軽い事件で人民陪審団制度を適用することは，

とりわけ費用がかさむことから，社会資源の浪費になるのではないかと思

われるが，それにもかかわらず「重大な社会影響，公共と団体の利益，社

会の調和と安定，信訪」などに関わる事件ではないと思われる事件に比較

的多く適用された理由としては，法院がノルマ に対処するために，『試

（表五) 人民陪審団制度が適用された事件の類型

刑事 民事 行政 合計

件数 64 22 ９ 95

比率 67．37％ 23．16％ 9．47％ 100．00％

（表六) 刑事事件判決の刑期の比率

刑期 件数 比率

懲役１年以下（１年を含む） 25件 39．01％

懲役１年以上３年以下（３年含む） 11件 17．19％

懲役10年以上 ３件 4．69％

無期懲役 ３件 4．69％
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点意見』に定められる対象事件の基準に一致しなくても，運用上，無理に

人民陪審団制度を適用したということが考えられる。

また，『試点意見』第８条によれば，民商事事件の場合，再審事件であ

ることが要件であるとされている。しかし，同制度が適用された22件の民

事事件のうち再審事件は一つしかなかった。

表七は，2009-2011年の河南省の人民陪審団制度が適用された95件の裁

判の判決を対象として，人民陪審団制度が適用された事件の審級を整理し

たものである。全95件の事件のうち，２審の事件は７件にとどまってい

る。このことをみると，人民陪審団制度が２審でも制度上適用可能である

ことに対する批判がなされていることは先にみたとおりであるが，実際に

は慎重に適用されていることもわかる。

(２) 人民陪審団の意見の判決の結論に対する影響

表八は，2009-2011年の河南省の人民陪審団制度が適用された95件の裁

判の判決を対象として，人民陪審団の意見が判決の結論に対して有した影

響を整理したものである。全95件の判決のうち71件（74．74％）の判決に

おいて，「人民陪審団が裁判に参加した」だけと言及するのみである（①

型）。次いで，14件（14．43％）の判決は，「人民陪審団の意見を参考しなが

ら判決を出した」と述べている（②型）。判決で人民陪審団意見を明らか

に表明し，それを参考にしたと述べるのは，10件（10．31％）であった（③

(62) 前述の2010年４月24日，『試点通知』により，河南省の各法院は，高級人民

法院であれば５件以上，中級法院であれば10件以上，そして基層法院であれば

５件以上，刑事事件の審理において人民陪審団を参加させなければならない。

（表七) 人民陪審団制度が適用された事件の

審級

刑事 民事 行政 合計 比率

１審 61 19 ８ 88 92．63％

２審 3 3 １ 7 7．37％

合計 64 22 ９ 95 100．00％
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型）。

この③型の10件の裁判は，人民陪審団の意見を重視したものであり，し

たがって評価すべきものであると一見感じられるかもしれないが，これは

『試点意見』第31条および第33条の定める，人民陪審団の意見を秘匿する

という規定に違反しているものである。

判決で「人民陪審団が裁判に参加した」だけと書いた71件の裁判（①

型）では，合議廷の意見と人民陪審団の意見が同じであったかどうか，人

民陪審団の意見が判決に具体的な影響を与えたのか否かは，知るよしがな

い。

他方，全95件の判決のうち，人民陪審団の意見と合議廷の意見が一致せ

ず合議廷が人民陪審団の意見を拒絶する理由を説明する（第32条）ことも

見られず，当然，裁判委員会に提出して討論する（第30条）こともない。

もっとも，第２審の刑事判決のうち，ある判決においては，「人民陪審

団の集団討論および合議廷の合議，そして当法院の裁判委員会の討論によ

り，以下の判決を出す……」 と書かれているものが存在する。しかしこ

の事件も，裁判委員会に置いて協議する理由として人民陪審団と合議廷と

の相違が挙げられているわけではない。

（表八) 人民陪審団の意見が判決の結論に対して

有した影響

刑事 民事 行政 合計 比率

①参加型 51 11 9 71 74．74％

②参考型 5 9 14 14．74％

③重視型 8 2 10 10．52％

合計 64 22 9 95 100．00％

(63) 李鋼斌，李建政故意傷害案 河南省洛陽市洛竜区人民法院刑事判決書」案

号：(2010）洛竜刑重字-１第03号（判決時間：2010年７月６日）案由：故意傷

害罪。

陳崇勤与張培玲離婚紛糾案 河南省高級人民法院民事裁定書」案号：

(2011）豫法民申字第00619号（判決時間：2011年７月18日）案由：離婚紛糾。
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以上からみると，実際には，人民陪審団の意見と合議廷の意見とが異な

るという状況は，記録上は発生していないと考えられる。ただ，このこと

が，人民陪審団の意見と合議廷の意見が一致しているか，あるいは合議廷

が人民陪審団の意見の影響を受けたことを意味するかと直ちに結論できる

わけではなく，逆に，人民陪審団が合議廷の影響を受けた可能性があるこ

とも排除できないであろう。

注目すべきは，人民陪審団の参加により法院が第１審では人民陪審団の

意見を参考しながら判決したという，ある民事事件である。この事件の当

事者は上訴し，第２審の最終審は第１審の判決を維持した。しかし，この

当事者は，再度河南省高級人民法院に再審請求し，高級人民法院は当事者

の再審請求を退ける裁決をした。この裁決 の中で最も主要な理由とし

て挙げられていたことは，第1審判決が人民陪審団の参加による判決であ

ることである。このような判例は非常に少ないものの，「人民陪審団が参

加した裁判の判決」ということ自体に決定的な意味を付与することが，法

院が当事者に判決に従うように説得する一つの新たな方策になってしまう

恐れもある。

(３) その他

この95件の判決のうち11件（刑事事件９件，民事，行政事件各１件）の判

決において，人民陪審団の構成員の姓名が明示された。姓名の明示は，判

決における人民陪審団の意見の表明と同様に，人民陪審団の構成員の身体

の安全保護という観点からは非常に問題がある。人民陪審団の構成員の安

全に対する措置は，規定されていないので，強化されなければならないと

思われる。

また，この人民陪審団が参加した95件の判決のうち27件の判決におい

て，裁判人員の署名のところで，人民陪審員の姓名が記されている。これ

を見ると，河南省では，人民陪審員制度は，試行されている人民陪審団制

(64) 陳崇勤与張培玲離婚紛糾案 河南省高級人民法院民事裁決書」案号：

(2011）豫法民申字第00619号（判決時間：2011年７月18日）案由：離婚紛糾。
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度と併存しているものと判断できる。「司法の民主化」を目的とするこの

２種類の制度は，一つの事件においてどのような関係に立つのか，現時点

では必ずしも明らかではない。即ち，人民陪審員制度と人民陪審団制度

が，対抗的関係におかれるのか，あるいは併存・補完的関係におかれるの

かは，これらのどちらがよりよく国民の意見を反映できるのかという点と

あわせて，別途検討を要する問題である。

２ 人民陪審団構成員名簿の分析

人民陪審団構成員の学歴について，基層法院である 川県人民法院と南

召県人民法院の人民陪審団構成員の名簿 を対象として調査した結果は，

表九のとおりである。

『試点意見』第12条には，人民陪審団の構成員の学歴要件は中学以上と

規定されているが，表九からは， 川県法院および南召県法院について

は，大専以上の学歴の人民陪審団の構成員が前者については57．10％，後

者については62．62％となっており，いずれも半数以上の割合を占めてい

ることが分かる。全国の総人口の約8．73％を占めるものでしかない大専以

上の学歴を基準として選ばれた人民陪審員に，「代表性」がないという人

民陪審員制度の問題性は前述したとおりだが，人民陪審団制度において，

学歴要件が中学まで下がったとしても，制度運用において同様の問題が現

(65) 川県人民法院人民陪審団成員庫」2010-07-12 http://nyxcfy.hncourt.

org/public/detail.php?id＝228，「南召県人民法院人民陪審団成員庫」2010-07

-05 http://nzxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id＝104（最終閲覧2013

年７月８日）。

(66) 中学を卒業してから入学する専門学校であり，高校と同じレベルである。

（表九) 川県法院と南召県法院の人民陪審団構成員の学歴

修士 本科 大専 高校 中専 中学 小学 合計

川県法院 ３ 67 296 200 20 53 ２ 641

南召県法院 ２ 107 159 113 25 22 ０ 428
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れる兆しが指摘できる。

このほか，社旗県法院の人民陪審団の構成員名簿 によれば，682人

中，人代代表が258人，政協委員が205人，一般国民は219人とされている。

人代代表と政協委員が人民陪審団の実に３分の２以上を占めているのであ

る。

これらのことから，人民陪審員制度の場合と同じく，人民陪審団の構成

員もまた，実際には，エリート化の問題を有していると考えられるのであ

る。

３ 人民陪審団制度の運用経費に関する問題

人民陪審団制度の実施にあたっては当地の政府の全面的な財政的支援が

得られておらず，多くの場合，法院が自らの予算で負担している。それ

故，経費の問題は法院にとって，非常に現実的課題となり，この問題を解

決できないかぎり，同制度は立法者の理想通りに運用することができない

のである。実際，法院には経費の余裕がないため，人民陪審団を招集する

日は，一日中連続していくつもの事件の裁判を行い，そこに陪審団を連続

して参加させる場合もある 。これは，人民陪審団制度の適用に必要な

経費負担という，非常に事務的，具体的な問題が，制度の適切な運用を実

現する上で，大きな障害となっている可能性を示唆するものである。

４ 小括

以上の判決および人民陪審団構成員名簿の検討，また制度運用にかかる

経費の問題からみると，人民陪審団制度は，しばしば『試点意見』を無視

する形で運用されている状況にあり，司法における実際の運用の場面で

(67) 社旗県人民法院人民陪審団成員庫」2012年12月26日 http://sqxfy.hncourt.

org/public/detail.php?id＝559（最終閲覧2013年７月８日）。

(68) 2011年12月に，筆者が鄭州の基層法院のある裁判官にインタビューして得た

情報である。
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は，いまだ提唱者の期待した効果を挙げていないと思われる。現在の人民

陪審団制度の運用状況からみると，今後の運用状況についても必ずしも楽

観視できない。法院などの機関は，人民陪審団制度の試行過程における制

度自体の改善と，制度の実施に際しての関連細則を作ることなどの改善を

しなければならない。これらの努力によって，人民陪審団制度が司法の現

場に受け入れられていくことが期待される。

むすび――人民陪審団制度の課題と展望

１ 人民陪審団制度の課題

以上のように，いまだ人民陪審団制度には，制度上も運用上も，様々な

欠点が存在しており，制度の抱える問題に対しては，慎重な対応と，継続

的な改革が求められる。

同制度の主要な問題は以下のようにまとめられる。

(１）人民陪審団制度の対象事件の基準

人民陪審団制度の適用対象を決定するにあたっては，社会への重大な影

響や，群体利益，社会の調和と安定，関心の高さ，そして申訴と信訪の頻

度が，同制度の適用にあたっての重要な基準となる。しかし，これらの基

準は客観的とは言えない。特に，これらの多くの基準については，司法の

公開・公正という目的より，「維穏」 という政治的な目的が重視されて

いると思われる。

①法院側の濫用

人民陪審団が裁判に参加することによって，判決に広い範囲の国民の意

見を反映することができ，当事者が受け入れやすい判決出されること，ひ

いては，申訴と信訪を減らすことができ，社会の調和と安定を図ることが

(69) 維穏とは「社会的安定（穏定）の維持」という中国政府の政策である。
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できるということは，確かに望ましいことである。したがって，「維穏」

という同制度の政治的な役割については，一概に否定することはできな

い。しかし，前述の判決の分析において，河南省高級人民法院は当事者の

再審請求を退ける最も主要な理由として，再審請求された判決が人民陪審

団の参加による判決であることを挙げていたことを明らかにしている。こ

のような現状を前提とすると，人民陪審団が参与した事件の判決に対し

て，当事者が納得できない場合，法院は「維穏」という政治的な目的を前

面に押し出し，人民陪審団（裁判官ではなく，当事者と同じ立場の国民であ

る）が参加した判決であるということを理由として，強引に当事者に判決

に従うように説得し，当事者の申訴・信訪を抑え，「維穏」という目的を

果たす恐れも排除できない。

また，客観的な基準がないので，法院がノルマに対処するため，無理に

人民陪審団制度を適用し，社会資源を浪費する恐れもある。前述の判決の

分析のとおり，人民陪審団制度を適用した64件の刑事判決のうち，56．20

％（39．01％＋17．19％）が懲役３年以下の事件であったことから，制度運

用上，人民陪審団制度は罪の軽い事件について適用されていると考えられ

る。

②当事者による制度の濫用

さらに，このような不明確な基準は，当事者に悪用される恐れがある。

例えば，「人代の代表・政治協商委員会の委員・メディアの関心を引く事

件」という基準についてみると，当事者や弁護士が，様々なやり方により

「関心」を煽ることによって，その事件を人民陪審団制度の対象事件の範

疇に入れようとする事態が懸念される。

以上のような問題を解決するためには，更に具体的な人民陪審団制度の

適用条件を定めることで，法院の主観的な判断の余地を減少させることが

考えられる。例えば，人民陪審団制度の適用される事件として，①刑事事

件については，被告人が10年以上の懲役にあたる罪に関わる事件，②民事
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事件については，訴額が50万元以上の事件，或は当事者が10人以上に達す

る事件，③行政事件については，被告が県級以上機関である事件，或は原

告が10人以上の群体性訴訟の事件とすることが考えられる。同時に，『試

点通知』に見られるような人民陪審団制度の適用に関する各法院に対する

最低案件数のノルマという規定も削除されるべきである。各法院が人民陪

審団制度を適用すべき案件数という問題は，上級法院の命令によって決め

られるわけではないからである。

(２）人民陪審団の構成員の選任に関する問題

人民陪審団の構成員の資格要件を，人民陪審員制度における大専以上と

いう基準から，中学以上という基準にまで下げること，国家公職人員，人

民陪審員の比率の上限設定と選任手続の簡略化などにより，より多くの層

の国民が人民陪審団の構成員になることができると思われる。

しかし，実際は，前述した 川県法院と南召県法院の人民陪審団構成員

の実施の結果を見ると，半分以上は大専以上である。社旗県法院の人民陪

審団の構成員名簿では，人代代表と政協委員が人民陪審団の実に3分の2以

上を占めているのである。

『試点意見』が人民陪審団構成員の「代表性」を拡大するという目的で

資格要件を下げていたことも，国家公職人員，人民陪審員の比率の上限を

設定したことも，中国の現状からすれば，一定の合理性はあると思う。し

かし，制度運用上，人民陪審団構成員は，人民陪審員制度における人民陪

審員がエリート化した問題と同様の問題を抱えていると思われる。これ

は，選任手続が不合理であり，現実状況とかけ離れているという問題に原

因があると考えられる。この人民陪審団構成員のエリート化という問題に

ついては，運用上の問題の原因を分析し，更に合理的，現実的な選任手続

を探求しなければならないが，選挙方式については，中国1950年代の人民

陪審員制度 において，人民陪審員が基層人民代表大会による選挙，或

は住民からの直接選挙により選挙されていた方法を参考にすることができ
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るだろう。

(３）再任の問題

人民陪審団の構成員の任期は3年間と規定され，人民陪審員の５年間の

任期より短くなっているが，再任についての規定はない。人民陪審団制度

が試行されてからさほど時間が経っていないため，再任による問題はまだ

生じていないが，人民陪審員制度のように，多くの再任者の存在が他の国

民の裁判に参加する機会を奪うという問題が生じる恐れはあると考えられ

る。

このほかにも，人民陪審団制度の試行に伴って，多くの運用上の問題が

生じるはずである。試行に伴って，同制度の改善も続いてされなければな

らない。

２ 人民陪審団制度の意義と展望

(１）意義

前述のように，人民陪審団制度に対する各反対意見にも傾聴すべき点が

あり，様々な制度自体の問題および運用上の問題が存在している。しか

し，前述の四（人民陪審団制度と人民陪審員制度の比較）の検討からは，同

制度は人民陪審員制度の改革として，いくつか先進的なところがあるとい

うことは認められるのではないか。

また，最も重要なのは，2005年から再び整備された人民陪審員制度の改

革に限界が見えているなかで，人民陪審団制度は憲法と法律に違反しない

限りで，人民陪審員制度を実質的に改善するものであり，人民陪審員制度

に対する部分的な「修繕」にとどまるというよりも，人民陪審員制度の根

本的な欠点を明らかにすることとなったということである。この人民陪審

(70) 中国1950年代の人民陪審員制度の状況については，別稿で紹介する。
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団制度については，現行の人民陪審員制度の革新という，その意義自体は

肯定されるべきであろう。

(２）展望

河南省の人民陪審団制度については，改善の努力と並行して，引き続き

その整備の必要があると思われる。試行中の改革として，単に法律上の根

拠がないとか，あるいは世界各国の共通認識に背離するというような理由

だけで制度自体を簡単に否定するのは早計であろう。訴訟制度の革新とし

ての人民陪審団制度の価値を認め，新しい制度の成長と発展のために，よ

り多くの時間を与えていくことはもとより，より多くの機会を与えていく

必要もまたあると思われる。人民陪審団制度により，司法権に対して国民

の意見を反映する道を提供し，司法裁判の透明度を高め，司法の公開・公

正を推進するとともに，裁判の申訴率と「渉訴信訪」のなされる率が減少

することが期待されている。人民陪審団制度は，更なる改善により，中国

の現状に相応しい制度となること，現行の人民陪審員制度の改革のモデル

を提供し，司法制度の改革を推進することが期待される。

全人代と最高人民法院は，河南省の人民陪審団制度に対して，当初から

賛成の態度はとっていなかったが，反対もしていなかった。学界の批判と

支持が交錯する中で，人民陪審団制度の試行は続けられている。ここ数年

来，人民陪審団制度は河南省で試行の範囲が拡大され，対象となる事件の

類型も拡大され，人民陪審団制度の実績もますます蓄積されてきた。

さらに，2012年12月18日の『法制日報』によれば，最高人民法院は全人

代第11期第５回会議の間に，安東をはじめとする30名の代表による，中国

独特の人民陪審団制度を設立するべきという全人代内務司法委員会の提案

に対し，現行の人民陪審員制度の運用上の問題の調査・研究を最高人民法

院が行う，とのことである。また，最高人民法院は，「人民陪審団制度を

設立するか否かは，国家の司法制度における重大な変革であり，立法機関

の承認を受けなければならない。全人代常務委員会が関係する法律の改善
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を検討するにあたって，人民陪審団制度も検討されることを望む」と考え

ている，とのことである。全人代内務司法委員会は，『決定』は人民陪審

員制度の法的根拠であり，最高人民法院は『決定』の実施状況（における

問題）を総括し，人民陪審員制度の発展を促進することを望んでいるとの

ことである 。したがって，最高人民法院も人民陪審団制度が人民陪審

員制度の問題を解決する一つの案であることを認め，これを立法機関に提

案しようとしていると考えられる。

いずれにしても，この地方における「実験」が，今後の中国司法の動向

にいかなる影響を及ぼし得るのか，あるいは地方の「実験」のまま終わる

のか，なお未知数であるが，中国司法の発展にとって重要な兆候として今

後とも注目していく必要があるだろう。

(71) 最高法院将調研人民陪審員制度」『法制日報』2012年12月18日
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人民陪審団制度の試行業務の展開に関する

河南省高級人民法院の意見（試行)

2010年４月24日

第１条 司法の人民性を保障し，全面的に裁判公開の原則を実行し，司法の民

主化を推進し，広範に人民群衆を裁判に参加させ，裁判を監督させ，

民意の疎通と表現の仕組みを創造し，裁判を更に民情に近づけさせ，

更に民意に合致させ，法律的効果と社会的効果を有機的に統一させる

ため，憲法と法律の精神・原則にのっとり，また，中央の司法体制と

活動の仕組みの改革を深化させる要求及び「人民法院第３次５年改革

綱要（2009-2013）」の規定にのっとり，本『意見』を制定する。

第２条 人民陪審団制度の試行業務は，法令に従い行うという原則を堅持し，

憲法，法律，法規および司法解釈の規定に抵触してはならない。

第３条 人民陪審団制度の試行業務は，事実に基づき，真実を求め，着実に推

進するという原則を堅持する。各級の法院は，本法院の裁判の実際の

状況に基づいて，対象事件の範囲を慎重に合理的に確定し，積極的か

つ穏当に関連の作業を行う。

第４条 人民陪審団制度の試行業務は，民主，平等，公平，公開の原則を堅持

する。人民法院は十分に人民陪審団の意見を聴取し，裁判の重要な参

考としなければならない。

第５条 人民陪審団構成員は，独立して意見を発表する。合議廷と訴訟参加人

は，明示あるいは黙示の方式で，人民陪審団構成員を誘導または妨害

してはならない。

第６条 次に掲げる刑事事件の場合，人民陪審団を組織し，裁判に参加させる

ことができる。
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(１）重大な社会的影響がある事件；

(２）群体利益（公共と団体の利益）に関わる事件；

(３）当事者の間の対立が激しく社会の調和と安定に影響を及ぼす事

件；

(４）人代の代表，政治協商委員会の委員またはメディアが重大な関

心を有する事件；

(５）当事者が何度も申訴（再審請求）または信訪した事件；

(６）被告人またはその弁護人が一定の証拠または根拠を挙げ，無罪

を主張する事件；

(７）婚姻，家庭，町内での紛糾が争われ，被告人に対して処罰の軽

減の可能性がある事件；

(８）当事者が人民陪審団の裁判への参加を申請した事件および人民

陪審団の参加がふさわしいと思われるその他の事件；

第７条 重大，難解，複雑な行政事件の場合，人民陪審団を組織し，裁判に参

加させることができる。

第８条 当事者間において紛争が激化し，またはメディアが重大な関心を有す

る民事・商事事件の再審事件の場合，人民陪審団を組織し，裁判に参

加させることができる。

第９条 次に掲げる事件の場合，人民陪審団を組織し，裁判に参加させてはな

らない。

（１）簡易な手続による裁判を適用する事件；

（２）法律が審理を非公開としなければならないと規定している事件；

（３）人民法院が人民陪審団の参加が適当でないと判断する事件。

第10条 各基層法院は，郷・鎮・街道弁事処を経て，村民委員会または住民委

員会が推薦した基層群衆により人民陪審団構成員のデータベースを作

成する。

各県，区人民陪審団構成員のデータベースの人数は，500人を下回ら

ないこととし，可能ならば，構成員のデータベースの人数を逐次拡大

することできる。人民陪審団構成員のデータベース中，国家公職人員

比較法学47巻３号82



と人民陪審員は，合算して，人民陪審団の構成員の名簿の30％を超え

てはならない。

人民陪審団構成員のデータベースを作成する手続は，次のとおりとす

る。（人民陪審団成員は，）村民委員会または住民委員会から推薦さ

れ，郷・鎮・街道弁事処の審査と基層法院の決定などの手続を経て，

中級法院に報告，記録される。中級法院は，管轄する区域における人

民陪審団成員のアドレス帳を作らなければならない。

中級法院は，管轄する区域における基礎人民法院の人民陪審団成員に

招聘状を統一的に授与し，招聘する期間は３年間である。

第11条 人民陪審団構成員のデータベースを作成するときは，性別，民族など

を区別して，区分されたデータベースを設けることができる。

事件の当事者が女性である場合，人民陪審団構成員の女性のデータベ

ースから無作為で一定数の人民陪審団構成員を抽選する。被告人が少

数民族である場合，少数民族のデータベースから無作為で一定数の人

民陪審団構成員を抽選する。

第12条 人民陪審団構成員は，次に掲げる条件に合致しなければならない。

（１）中華人民共和国憲法を擁護すること；

（２）23歳～65歳の中国の公民であること；

（３）一般的に，中学以上の教育レベルであること；

（４）品行が良好であり，公道正派（正義・真剣）で，刑事処罰を受

けたことがないこと；

（５）身体が健康であること；

（６）熱心に裁判活動に参加し，かつ，人民陪審団の仕事に参加する

時間があること。

第13条 人民陪審団構成員が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは，基

層人民法院が調査し，事実と確信できる場合，中級法院に報告し解任

を求める。

（１）本人が人民陪審団構成員のデータベースからの退出を申請する

場合

（２）正当な理由がなくて，二度に渡り裁判および人民陪審団会議へ
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の参加を拒否した場合

（３）裁判に関わる法律および規定に違反し，人民陪審団の正常な活

動に影響を及ぼす場合

（４）刑事責任を追及され，またはその他の原因により，人民陪審団

構成員になることが相応しくない場合

第14条 人代常務委員会の委員，人民法院，人民検察院，公安機関，国家安全

機関および司法行政機関の職員等は，人民陪審団の構成員になること

はできない。

第15条 人民法院は，人民陪審団に裁判への参加を要請しようとするときは，

人民陪審団の構成員名簿の中から無作為で20～30人を抽選し，その上

で，各構成員の忌避事由の有無や，裁判に出席できるかどうかなどの

状況を踏まえ，最終的に９～13人（奇数）の人民陪審団を選出しなけ

ればならない。

省法院，中級法院は，人民陪審団に裁判への参加を要請しようとする

ときは，裁判の法廷の所在地の基層法院の人民陪審団構成員データベ

ース中から直接無作為で抽選しなければならず，基層法院が代わりに

抽選してはならない。

第16条 人民法院は，人民陪審団に裁判への参加を要請しようとするときは，

合議廷が廷長〔日本裁判所の各部の総括幹事〕に報告し，主管の院長

の許可を受けた後に実施する。

第17条 人民法院は，人民陪審団に刑事事件の裁判への参加を要請しようとす

るときは，合議廷が予め公訴機関の意見を求める。

第18条 人民法院が参審人民陪審団構成員の名簿を確定するときは，関連の法

令，法規の規定に厳格に照らし，要請しようとする人民陪審団構成員

の身分，事件と利害関係等の状況があるかどうかを真剣に審査しなけ

ればならない。利害関係がある場合，当該事件の人民陪審団構成員と

して確定してはならない。
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第19条 人民陪審団構成員は，本人が事件と利害関係を有すると認めるとき

は，自ら忌避しなければならない。

第20条 人民陪審団構成員は，次に掲げる場合のいずれかに該当するときは，

忌避しなければならない

（１）当該事件の当事者または当事者・訴訟代理人の親族である場合；

（２）当該事件を担当したことがある証人，弁護人，訴訟代理人であ

る場合；

（３）当該事件の当事者と他の関わりがあり，人民陪審団の正常な活

動に影響を及ぼすおそれがある場合。

第21条 人民陪審団構成員を確定した後，合議廷は，速やかに公判の期日と場

所を各構成員に告知し，事件の関連状況を通知しなければならず，起

訴状，被告人の弁護意見，一審判決書，上訴状，検察院の控訴状，再

審の最終判決書等のコピーを人民陪審団構成員に発送する。

第22条 人民法院は，公判の３日前に，人民陪審団の構成の状況を公訴機関，

被告人および弁護人，刑事付帯民事訴訟の当事者，行政事件と民商事

件の再審事件の当事者に告知しなければならない。もし以上の人員が

人民陪審団構成員が当該事件と関係があると認めて異議を出す場合に

は，合議廷が人民陪審団を調整するかどうかを決定する。

第23条 人民法院は，裁判席の片側または両側に“人民陪審団専用席”を設置

しなければならない。

第24条 人民陪審団構成員は，公判で裁判の内容に対して疑問があるときは，

書面質問を裁判長に提出し，合議廷は，必要があると認めるときは，

裁判長から質問を出す。

第25条 人民陪審団の会議の前に，合議廷は，裁判の論争の焦点，適用する法

令と証拠規則等について，必要な指導と解釈を与えることができる。

第26条 人民陪審団の会議の前に，人民陪審団構成員は，事件の当事者，訴訟
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代理人と接触してはならない。

第27条 休廷した後は，人民陪審団は，直ちに人民陪審団会議を開かなければ

ならない。

人民陪審団会議は，人民陪審団構成員全員による推薦または裁判長に

よる指名に基づいて団長を決定し，団長が人民陪審団会議を主宰す

る。人民陪審団の構成員は，事件について証拠の認定や，事実の認

定，法律の適用，裁判の結果等について意見を発表することができ，

討論を行い，人民陪審団の意見を書面に記し，人民陪審団全員がこの

書面意見に署名する。

人民陪審団は，全員一致の意見を述べることも，多種多様な意見を述

べることもできる。

人民陪審団会議が終わった後に，団長が書面意見を裁判長に提出す

る。

人民陪審団の書面意見は，巻宗（事件審理の書類ファイル）の副巻

（付属公文書）として保存されなければならない。

第28条 事件の状況と条件に応じて，人民陪審団の意見は，法廷で発表され得

る。

第29条 人民陪審団が意見を提出した後は，合議廷は，事件を評議する際に，

人民陪審団の意見を必ず参照しなければならない。

人民陪審団の意見が全員一致でないときは，合議廷は，人民陪審団の

様々な意見について，事実と法律の根拠を全面的に考慮し，合理的な

意見を採用しなければならない。

合議廷は，法院の裁判委員会および上級法院に対してその事件を報告

するときは，人民陪審団の書面意見をありのままに報告しなければな

らない。

第30条 人民陪審団の一致の意見または多数意見と合議廷の結論が一致しない

ときは，事件を当法院裁判委員会に提出して討論しなければならな

い。
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第31条 判決を作成するときは，人民陪審団の意見を明記しない。

第32条 人民陪審団制度の審理を試行する事件においては，判決の効力が成立

した後に，人民法院は，速やかに判決のコピーを人民陪審団の構成員

へ発送しなければならない。

人民陪審団の意見を採用しないときは，合議廷は，不採用の理由を判

決中で説明しなければならない。

第33条 人民法院は，人民陪審団構成員が人民陪審団会議で発表した意見を秘

密にし，かつ，法令に基づき，その人身の安全を保護しなければなら

ない。

第34条 人民法院は，郷・鎮，街道の弁事処と合同に，人民陪審団構成員デー

タベースの人員に対して，裁判の手続，証拠規則等の基本的法律知識

について研修を行う。

第35条 審理が当日に終了しないときは，人民陪審団の団員は，まとまって食

事と宿泊をし，人民法院が手配する。

第36条 人民法院は，人民陪審団構成員が裁判に参加できるよう，必要な便宜

を提供しなければならず，人民陪審団構成員に必要な交通費と食事代

などの補助費を支給する。その基準は，人民陪審員の補助方法を参照

することができる。

余裕のある地域の人民法院は，現地政府に対し前述の経費を財政予算

中の単独の項目とするよう要望することができる。

第37条 各中級法院は，当意見に基づき，現地の実情を加味し，具体的実施意

見を制定し，省法院の刑事一廷，行政廷，審監廷，研究室に報告し，

記録させることができる。

第38条 当意見の解釈権は，河南省高級人民法院にある。

河南省人民陪審団制度（水島・孔) 87


